
 

 

 

   令和５年５月３０日 
障 害 福 祉 部 
障 害 者 地 域 生 活 課 

 
世田谷区上用賀六丁目２番（区有地）における 
障害者施設の整備運営事業者の決定について 

 
１ 主旨 

区立老人休養ホームふじみ荘（上用賀六丁目２番）跡地を活用した障害者施設の整備
運営事業者について、以下のとおり決定したので報告する。 

 
２ 整備運営事業者 
（１）名  称  社会福祉法人 大三島育徳会 
（２）代 表 者  理事長 田中 雅英 
（３）所 在 地  世田谷区鎌田三丁目１６番６号 

（４）法人概要  世田谷区内において「区立玉川福祉作業所（就労継続支援Ｂ型事業所

等）」や「ホームいろえんぴつ（共同生活援助、短期入所）」などを

運営している。 
 
３ 整備概要（予定） 
（１）所 在 地  世田谷区上用賀六丁目２番（住居表示） 
（２）敷地面積  約１６３０㎡ 
（３）建物構造  鉄筋コンクリート造 地上２階建て 
（４）建築面積  ８７８．５４㎡ 
（５）延床面積  １５２５．９１㎡ 
（６）整備内容  必須事業 

①生活介護             定員３０人 
②共同生活援助（グループホーム）  定員２０人 
③短期入所             定員 ２人 

その他障害者に関わる任意事業 
①相談支援事業 
②障害理解促進を目的とした多目的スペース 

（７）整備手法  区が所有する土地を事業者に無償で貸し付け、事業者自ら施設を整
備運営する。 

 
４ 施設位置図 
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